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隠岐の島町雇用対策協議会規約 

 

令和元年５月２０日制定 

 

第１章 総則 

第１条 本会は、隠岐の島町雇用対策協議会と称する。 

第２条 本会の事務局は、隠岐の島町役場雇用対策担当課内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 本会は、松江公共職業安定所隠岐の島出張所及び島根県隠岐支庁と緊密

な連携のもとに、雇用に関する諸対策の推進に努めるとともに、地域内労務

対策の強化促進を図ることによって、地域内産業の振興・発展に寄与するこ

とを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 職業安定施策の適正な運営に関する事項 

(2) 労務の確保対策並びに職場適応対策に関する事項 

(3) 雇用の管理に関する事項  

(4) その他本会の目的達成のために必要な事項 

 

第３章 構成 

第５条 本会は、隠岐の島町（以下「町」という。）並びに町内の教育機関、関

係機関、民間企業等をもって構成する。 

第６条 会員の加入については、会長に加入届を提出し、承認を受けるものとす

る。 

 

第４章 役員及び幹事 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

  会 長  １ 名 

  副会長  １ 名 

  理 事  若干名 

  監 事  ２ 名 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を統轄するとともに諸会議を統宰する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、本会の目的達成のために必要な事業の計画を立案し、その推進に

あたる。 
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４ 監事は、会計を監査する。 

第９条 役員は、総会において選出する。 

第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が

生じたときは、速やかに補充し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

第１１条 本会に幹事をおき、会長がこれを任命する。 

第１２条 幹事は、役員の命を受けて会務の処理にあたる。 

 

第５章 参与 

第１３条 本会に、参与を置くことができる。 

第１４条 参与は、諸会議に参画して意見を述べることができる。 

第１５条 参与は、本会の運営と特に密接な関係にある行政機関の中から、役員

会の審議を経て会長がこれを委嘱する。 

    

第６章 会議 

第１６条 本会に次の会議を設ける。 

(1) 総 会 

(2) 役員会 

(3) 幹事会   

第１７条 総会は、毎年１回以上会長が招集し、次の事項を議決する。 

(1) 役員の選出 

(2) 事業計画の決定 

(3) 予算の議決及び決算の承認 

(4) 規約の改正 

(5) その他特に必要な事項 

第１８条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。 

(1) 総会に附議すべき事項 

(2) 総会運営の基本的事項 

(3) 参与の委嘱の承認 

(4) その他会長が必要と認める事項 

第１９条 総会及び役員会は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。

ただし、委任状によるときは出席とみなすことができる。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。 

第２０条 幹事会は、必要に応じて会長が構成員の中から関係者を指定して招集

し、次の事項を協議する。 

(1) 総会で議決された事項の処理 

(2) 役員会で決定された事項の処理 

(3) その他緊急に処理すべき事項 



3 
 

 

第７章 会計 

第２１条 本会の経費は、町及び関係機関、民間企業等からの会費、他団体から

の助成金、その他寄付金をもってこれにあてる。 

第２２条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。た

だし、本会の設立初年度は、総会の日から最初の３月３１日までとする。 

 

第８章 委任 

第２３条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

 この規約は、令和元年５月２０日から施行する。 


